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本年、有料サイ

【手□】

卜利用料金未納を□実とした架空請求詐欺被害が3件発生しています。

犯人は有料サイ ト運営会社などを名乗り不特定多数の方の携帯

電話 (スマー トフォン、アイフォン等)に右のような内容でメー

ルを送信してきます。

メール受信者がメールに表示された電話番号に電話をすると、

あたかも記録があるかのように装い、名前、電話番号、住所など

の個人情報を聞き出し、「料金が未納である。支払いがないと法的

手段をとる。」などと言つて支払いを求めます。

支払いは、コンピニでギフ トカー ドを購入させ、カー ド裏面の

番号を取得 したり、振込み用の番号を教え、コンビニ決済で振込

ませるなど様長です。

ギフ トカードの番号を教えてしまうと犯人に使われてしまいます。

メールで、このように料金を請求することはありません。こうしたメールを受信した

場合は、警察に相談をして<ださい !

最近、警察官を名乗る者が自宅に訪れ、「□座が悪用され

ている。」「捜査に協力して欲しい。」などと、銀行のキャッ

シュカー ドを提示、封筒に入れさせ「害」り印をするため、印

鑑を持つて来て欲 しい。」と、その場を離れさせ、キャッシ

ュカード入りの封筒をすりかえて、盗むという事案が発生し

ています。

警察官が自宅に行き、キャッシュカードの提示を求めるこ

とはありません。

このような者が訪れた場合、すぐに110番 通報して<だ
さい。



ドライバーは、自分 (歩行者
・ 自転車)の存在に気付いてい

なかつたり、見落としている場
合があります。

道路を渡る時は、車が止まつ

たことを確認してから渡りまし

ょう。

安全確認に焦りは禁物です。′いにゆ

とりをもつて一つ一つの動作を確実に

1行うようにしましょう !

「 また、交差点にさしかかるときには、
いつでも止まれる速度で進行 し、交差

点付近に歩行者や自転車がいないかよ

<確認しましょう。

鯰 菖趙 濃 貰襲 邁」
;ざ

l摯
:

亀許証を返納した方は、その日から 11ニ
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日時 平成30年3月 18日 (日 )午後1:30開 演 (午後1:00開 場)

場所 町田市民ホール (東京都町田市森野2-2-36)
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第二部 交通安全請話・健康体操 (NPO法′

第三部 アトラクシヨン ●交通安全寸劇
●警視庁音楽隊・

※入場無料・記念品プレゼント
※会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用<ださい。
※会場が満席になつた場合は入場をお断りさせていただきますのでご了承<ださい。

【問合せ…町田市役所市民生活安全課 042-724-4003】

第70回町田武相駅伝競走大会
日 時  平成30年 3月 21日 (水 。祝日)

午前9:00か ら午後0:00ま で

小野路交差点 0湯船交差点・別所交差点・ 小野神社前交差点
から、陸上競技場方向へは車両進入禁上です。
・町田小野路霊園方向へは、小野路交差点方向から小野路駐在所前を左折して<ださい

・ 3ト ン以上の貨物車は、陸上競技場方向には進行できません。

【問合せ…町田警察署交通規制係 042-722-0110(4162)】

3月 21日 (水)(春分の日)町田市陸上競技場周辺道路において武相駅伝が開催さ

交通規制に伴いご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いします。



自分の身は自分で守る 地域住民による助 l■合い

や公
行政機関による支援

南関東で「30年以内に

ワ0%Jの確率で直下型大

規模地震が来ると言われて

段から地震に対する

意識を持って「いざ !」

という時に対応できる
うにしておきたいよ

これは準備しておきたい
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水、食料は

最低3日分用意

しておこう !

水は 1人 1
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正 しい情報

知つておきたい !
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この度、町田署管内の治安対策の一環として、移動防犯カメラ車の運用を実施しています。

カメラの画像を車両内の画面に表示し、録画する機能を持つています。

□ 運用については、運用責任者の指揮の下、プライバシーを侵害しないよう、東京都公

安委員会規程及び運用要綱に基づき、厳格に運用し

ます。

□ 録画された映像は、 1週間保存し、 1週間経過し

た映像は確実に消去します。録画した映像を活用す

るのは犯罪が発生した場合だけでそれ以外は活用し

ません。

□ 運用する期間は、平成30年 2月上旬から3月下

旬までを予定しています。

犯罪のない街を目指して、皆さんのご理解とご協力

をお願いいたします。

平成30年 1月末日現在 認知件数 (手集計)

侵入窃盗  3件 (前年比-12件 ) 子供に対する犯罪  0件 (前年比 ±0件)

ひった<り  0件 ( ′′  ±0件) 特殊詐欺      6件 ( ′′  -5件 )

強盗    0件 ( ′′  ±0件) 自動車盗      2件 ( ′′  ±0件)

性犯罪   3件 ( ′′  +3件 ) 自転車盗     29件 ( ′′ -20件 )

全刑法犯   207件 ( ′′ -81件 )

メ ラ

当署及び南大沢警察署は、町田法人会と防犯カメラの設置促進をはじめとする防犯活動に

関し、相互連携と情報共有を行い、各種犯罪の撲滅を図り、「安全で安lい して暮せる街、

町田」を実現するために覚書を交わしました。


